
小・中学校用務員業務パート職員(6H)（会計年度任用職員）の雇用条件等 

１ 任用期間等 

(1) 任 用 者 

(2) 任 用 期 間 

(3) 条件付採用期間 

 

(4) 再度の任用 

姫路市教育委員会 

任用日 から 令和９年（2027 年）３月３１日まで 

採用後１月間は、条件付採用期間となります。採用後１月間の勤務日数が 15 日

を満たさない場合は条件付採用期間が延長されることがあります。 

公募によらない再度の任用は行わない。 

２ 業 務 内 容等 

(1) 業 務 内 容 

(2) 勤 務 場 所 

裏面「用務員業務パート職員の業務」に掲げる業務 

市立小学校・中学校・義務教育学校（正規用務員の未配置校） 

３ 勤 務 日 等 

(1) 勤務する日 

(2) 勤 務 時 間 

原則として、土曜、日曜、休日及び８月１３日から１５日以外の日 

１０：１５～１７：００（休憩４５分を含む。） 実働６時間 

ただし、早朝勤務の用務員業務パート職員（７：００～１０：３０のうち学校

長が指定する３時間勤務）が年次休暇等により勤務しない日においては、勤務時

間の変更を命ずる場合があります。 

例（早朝勤務の用務員の勤務時間が、７：３０～１０：３０の場合） 

 ７：３０～１６：００（休憩４５分を含む。）の実働７時間４５分 

 

また、学校休業期間において勤務時間を変更する場合があります。 

４ 給 与 等 

(1) 給 料 

(2) 通 勤 手 当 

(3) 期末・勤勉手当 

(4) 退 職 手 当 

(5) 支 給 日 

１時間につき１，２４６円 

本市の規定に基づき支給 

本市の規程に基づき支給（６月・１２月の年２回） 

なし 

翌月１５日（月末締切り） 

ただし、支給日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当

たる場合は、これらの日の翌日（その日が１８日となるときは１４日） 

５ 休 暇 等 

(1) 年次有給休暇 

 

(2) その他の休暇 

本市の規定により任期初日に付与し、１日又は１時間の単位での取得となりま

す。 

結婚休暇、忌引休暇、夏季休暇、傷病休暇、生理の日の就業困難、子の看護、短

期介護休暇等本市の規定による（有給・無給あり）。 

６ 社会保険等 

 健康保険（公立学校共済）、厚生年金、雇用保険及び労災保険に加入します。 

７ 解 職 （下記の要件に該当するときは、解職されることがあります。） 

 

・ 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。 

・ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。 

・ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

・ その他、職員としてふさわしくない非行があったとき。 
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８ 辞職の届出 

 自己の都合で退職する場合は、退職日の３０日前までに所属長に届出を行うこと。 

９ そ の 他 

 ・地方公務員法第１６条各号に該当する人は職員になることができません。また、

同各号に該当する職員はその職を失います。 

・業務に係る被服を貸与します。 

 

注）勤務条件等については、変更する場合があります。 

 

○ 用務員業務パート職員の業務 

  用務員業務パート職員の業務は、次に掲げる業務のうち、その者の勤務時間に応じ、学校長が指示

する業務とする。 

(１) 公文書を送達及び受領すること。 

(２) 官公署、その他指示された場所への用務及び連絡に関すること。（金融機関など） 

(３) 校内外の清掃及び整備に関すること。 

(４) 可燃ゴミ、粗大ゴミ、古紙等に関すること。 

(５) 樹木、花壇、除草等の手入れに関する作業 

(６) 施設・設備の管理に必要な軽易な作業に関すること。 

(７) 随時校内を巡視し、施設、設備の保全及び災害の予防に努めること。 

(８) 湯茶の準備に関すること。 

(９) 門及び校舎の開放及び戸締りに関すること。 

(１０) その他、学校長が命じる業務。 


